
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じゅんかん

ニュース 
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  （712）6317 

FAX（712）6320 

市川市の資源物とごみの情報ペーパー 

雑 がみの分 別 をしっかりと！ 

雑がみとは？ 

感熱紙（レシート等）、匂い・汚れのある紙、 

防水加工された紙（紙コップ等）、 

かばんなどの詰め物の紙などは 

リサイクルできないため、 

絶対に出さないでください。 

「燃やすごみ」の中には、分別すれば資源となりうるものが約３割混入しています。 

「燃やすごみ」で出されると資源であっても再生利用されることはありません。 

今回は資源となる雑がみについて紹介します。 

紙類 4 品目（新聞・雑誌・段ボール・紙パック）以外の 

リサイクルできる紙類のことです。 

※金属部分は分ける 

カレンダー ノート 

紙袋 

※圧着ハガキは燃やすごみ 

はがき 

絵本の表紙 薬の箱 お菓子の箱 等   

①紙袋に入れる ②雑がみだけを縛る ③雑誌と一緒に縛る 

集められた雑がみは、次のような、 

ものに生まれ変わります。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
イベント当日に小型家電の回収やフードドライブを実施します。 

行徳まつり 日時：平成３０年１０月２８日（日）  ９：３０～１６：００ 

       場所：行徳駅前公園 

市民まつり 日時：平成３０年１１月 3 日（土・祝）１０：００～１６：００ 

       場所：大洲防災公園 

みなさんは日頃、３Ｒに取り組んでいますか？この機会に振り返ってみましょう。 

また、市川市では、１０月３日（水）～１０月１６日（火）１２：００までの間、 

生涯学習センター１階の水の広場前で３Ｒについてのパネル展示を行います。 

 

小型家電の回収の実施 

使用済み小型家電（携帯電話・ゲーム機・ 

デジタルカメラ等の 15 ㎝×30 ㎝以下 

の家電）を回収し、取り出した貴金属や 

レアメタルを再び原材料として利用する 

取り組みです。 

※個人情報は必ず消去してください。 

フードドライブの実施 
ご家庭で余っている未開封の食品を持ち寄り、 

必要としている団体等に寄付する活動です。 

【お持ちいただきたい食品の条件】 
（1）賞味期限が明記され、かつ賞味期限まで 

2 ヵ月以上残っているもの 
（2）常温で保存が可能なもの 
（3）未開封であるもの 
（4）お米は前年度産まで 
（5）アルコール類、冷凍食品は受付けておりません 

平成 30 年 6 月議会において「市川市民が安全で安心 

して快適に生活することができる環境の向上のための 

カラス被害の防止等に関する条例」が議決されました。 

 本条例は、平成 31 年 1 月 1 日からの施行となります。 

詳細については、今後、市公式 Web サイトなどで 

周知していきます。 

市川市カラス被害防止条例が議決されました 

リユース 
Reuse 

 ものを再使用する 

リデュース 
Reduce 

ごみになるものを減らす 

リサイクル 
Recycle 

 再び資源として利用する 

･修理してまた使用する 

･リユースショップなどを 

利用する 

･ごみを正しく分別する 

･生ごみの堆肥づくりをする 

･マイバッグを持参する 

･詰め替え用の製品を選ぶ 

 

集めた小型家電は、障がい者施設での 

就労支援に役立っています。 

開始の時期については、今後、 

回収 BOX へのＰＯＰの掲示や 

市公式 Web サイトなどで 

周知していきます。 

ノートパソコンの回収を始めます 


